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環境保全の推進 ＞ 自然環境の保全 ＞ 25利用調整地区の導入の検討 立山

利用調整地区 ⇒ 国立・国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要が
あるときは公園計画に基づいて指定することができる。（自然公園法第２３条）

・環境大臣又は都道府県知事の認定又は許可を受けなければ立ち入ってはならない。
・立入の認定に際しては、利用調整地区ごとに利用者数や滞在日数などの基準を定める。
・現在指定されている利用調整地区：吉野熊野国立公園（西大台利用調整地区）、知床国立公園(知床五湖利用調整地区）

○「利用調整地区」の導入検討

・環境保全、安全確保等の観点から、指定
区域に対して、一定の立ち入り制限を設定。
（立ち入り人数、時間、期間の制限、ガイドが
同行する場合のみ立ち入り許可、事前レク
チャーの義務化等）

○保全と適正利用の両立を図って
いくことが、結果として利用者の高い
評価や満足度向上にも繋がる場合
がある。
保全と利用を一体的に推進できる
枠組みが必要ではないか。
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◎これまでの議論

弥陀ヶ原

（ラムサール条約登録湿地）

利用調整地区とは

安定的に生息しているライチョウ

○国立公園の原生的な自然を有する地域を訪
れる利用者が増加。
↓

原生的な雰囲気が失われ、風致景観、生物多
様性の保全上の支障が生じる地域が出現

○このような原生的な自然を有する地域は、より深い自然とのふ
れあい体験が得られる場として重要である。
↓

一定のコントロールの下で持続的な利用を図ることは自然公園
の利用という観点からは有効



導入にあたっての課題
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制度設定の背景
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検討

アルペンルート営業期間

＜検討事項（例）＞

• 積雪期において、ライチョウ保護を目的にライチョウの生息域への立入に
は、事前レクチャーを必須とするなどの条件を検討。

• スキーヤーを対象に設定範囲での滑走の場合には、ガイド同行を条件に
するなど、適正利用・満足度向上・安全確保にも資する枠組みを検討。
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論点整理 課題・条件整理
検討結果に沿った

対応の推進

データ収集

現地調査

検証・確認

・環境保全、安全対策等の観点から、一定の立入
制限の設定が必要な場所などを整理

（場所、立入り人数、時間、期間の制限など）

利用調整地区の
指定地区視察な
ど

・特定の自然地域への利用集中や従来は殆ど利用者が立ち入らなかった原生的な自然地域への利用
者増加等によって生じる過剰利用（ｵｰﾊﾞｰﾕｰｽ）問題の深刻化
・日本の自然環境を代表する国立公園でも生態系が十分に保全されていないという事態の社会的認識

・自然環境の調査、利用施設の整備、利用者の意識調査、
利用者への情報提供、地域の人々の合意形成、関係する
種種の制度の調整、必要な費用の獲得などが必要

課 題

合理的な指定
効果的な管理

立山・黒部で導入が

必要か検討


